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すか (書士法68条,調査士法63条関係)。 …………………………114

<罰則>

第80問 平成 14年改正法により罰則の法定刑が引き上げ られた趣旨は ,

何ですか (書士法 11章 ,調査士法H章関係)。 …・………・………・115

<附則>

第81問 平成 14年改正法の施行 日は,いつですか。また,その理由は

何ですか (改正法附則 1条関係)。 …………………………………117

【その他 (司法書士関係)】

<目 的>

第82問 書士法の目的規定に「適正かつ」が力日えられた趣旨は,何で

すか。「保全」が 「保護Jに改められたのは,なぜですか (書



目 次

士法 1条関係)。

<業務>

第83問 書士法 3条 1項の柱書に「この法律に定めるところにより」

が加えられたのは,なぜですか (書士法 3条 1項関係)。 ………120

第84問  「嘱託Jが 「依頼」に改められたのは,なぜですか (書士法

3条 1項関係)。 ………………………………………………………122

第85問 既存業務に「相談に応ずること」が規定されたのは,なぜで

すか (書士法 3条 1項 5号関係)。 ……・………・………Ⅲ…・―・…'123

<司法書士試験>

第86問 司法書士試験の科 目に憲法が明記されたのは,なぜですか

(書士法 6条 2項 1号関係)。 …………………………………………124

第87問 司法書士試験の筆記試験に合格した者について,次回の司法

書士試験の筆記試験が免除されるのは,なぜですか (書士法 6

条 3項関係)。
・………………・…・…・……Ⅲ………・…………………。125

<司法書士の義務>

第88問 依頼に応ずる義務から簡裁訴訟代理関係業務に関するものが

除かれているのは,なぜですか (書士法21条関係)。
・……………126

第89問  旧書士法10条が廃止されたのは,なぜですか (旧 書士法10条

関係)。 …………………………………………………………………128

第90間 司法書士が公務員として職務上取 り扱った事件について業務

を行つてはならないのは,なぜですか (書士法22条 1項関係)。 …131

第91問 すべての司法書士が裁判書類作成関係業務を行ってはならな

い事件には, どのようなものがありますか (書士法22条 2項関

係 )。 ……………………………………………………………………132

第92問 書士法 3条 2項の司法書士 (簡裁訴訟代理関係業務を行うこ

とができる司法書士)が裁判書類作成関係業務を行ってはなら

ない事件には, どのようなものがありますか (書士法22条 3項

目 次

関係)。 …………………………………………………………………134

第93間 書士法 3条 2項の司法書士 (簡裁訴訟代理関係業務を行うこ

とができる司法書士)が簡裁訴訟代理関係業務を行ってはなら

ない事件には, どのようなものがありますか (書士法22条 4項

関係)。 …………………………………………………………………138

第94問 司法書士であった者にも秘密保持の義務を課されたのは,な

ぜですか (書士法24条関係)。 ……・…………………………………139

【その他 (調査士関係)】

<業務>

第95問  調査士の業務規定を改めた趣旨は,何ですか (調査士法 3条

関係)。 …………………………………………………………………140

第96問 調査士は,調査士会の会則記載事項から報酬に関する規定が

削除された後も,調査士の業務について相談業務を行うことが

できますか (調査士法 3条関係)。 …………………………………143

<調査士試験>

第97問 調査士試験の筆記試験に合格した者は,次国以降どの試験を

免除されることになるのですか (調査士法 6条 5項 2号関係)。 …145

第98問 調査士試験の筆記試験の受験者のうち,「第 3項第 1号 に掲

げる事項に関して筆記試験に合格した者と同等以上の知識及び

技能を有するものとして法務大臣が認定した者Jとは, どうい

う者を指しますか (調査士法 6条 5項 3号関係)。 ……Ⅲ…………147

<調査士の義務>

第99問 調査士について地域慣習等の知識を深める努力義務が設けら

れた趣旨は,何ですか (調査士法25条 2項関係)。 ………………・・148
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ム醐目 次

<雑則>                          =

第100問  非調査士の取締規定の対象を「第64条第 1項に規定する事

務を行うことを業とすること」と規定したのは,なぜですか

(調査士法68条関係)。 …………………………………………………149

司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律新旧対照

条文 巻末 … … … … ……… ……… … … … … … …… … …… … … 1-

【総論】

第 1間 平成14年改正法の趣旨は,何ですか。

圏 平成14年改正法は,司法書士及び調査士について,規制改革

における資格制度の見直しの観点から,事務所の法人化,資格

試験制度及び懲戒手続の整備,資格者団林の会則記載事項の見

直し等を行い,併せて,司法書士については,国 民の権利擁護

の拡充及び司法書士の有する専門性の活用の観点から,司法制

度改革の一環として,簡易裁判所における訴訟代理権等を付与

することとし,も って国民生活の利便性の上層の向上を図るこ

とを目的とするものです。


